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9月は「価格交渉促進月間」です！ 

 

政府では、価格交渉が頻繁に行われている

時期である 9月と 3月を「価格交渉促進月間」

と定め、発注側企業と受注側企業の価格交渉、

と価格転嫁を促進しています。 

事業者団体に対して、取り組みの要請を行

い、価格交渉を積極的に促すことで健全な事

業環境をつくり価格交渉・転嫁が定期的に行

われる取引慣行の定着をめざしています。 

特に、経営者から現場の調達担当者まで要

請の趣旨を周知・徹底するように求めていま

す。 

経済産業省では、フォローアップ調査として

９月中旬以降、受注側中小企業に対して調査

を行います。あわせて、下請 G メンによる重

点的なヒアリングも実施されます。 

 

下請振興基準の 7月改正 

価格交渉・価格転嫁   ポイント 

○年に 1回以上の価格協議を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○下請事業者から申し出があったら場合遅

滞なく協議を行うこと 

○賃金の引き上げが可能となるように十分

協議して取引価格を決定すること 

 

ＪＡＭは、「価値を認めあう社会へ」の取り

組みを通じて、価格交渉が行いやすい環境整

備に向けて活動しています。 

企業の健全な事業環境を確立することは、

働く者の労働条件に直接かかわる大きなテー

マです。労働組合が、日常の活動を通じて積極

的に経営に関与していく必要があります。 

労使協議等を通して、適切に状況を把握し、

組合員と対話しながら、労働条件の改善につ

なげていきましょう。 

9月は、決算月ともなっています。労使協議

を行い、決算に向けての状況について報告を

求め実態の把握に努めましょう。 

Ｊ Ａ Ｍ 

政策ＮＥＷＳ 

価格交渉促進月間の実施と改善のサイクル強化 


